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香港政府、BEPS 2.0第2の柱に関する立法アプローチを精緻化

香港政府は立法会の財政委員会に最近提出した文書（以下、「委員会文書」）において、香港の
グローバル最低課税および香港ミニマムトップアップ（以下、「HKMTT 」 ）の施行に関する
コンサルテーション・ペーパーに対して寄せられた意見への政府見解を取りまとめました1。

政府は、コンサルテーションで寄せられた意見を踏まえ、グローバル最低課税（以下、「トップアップ税」）
およびHKMTTの施行に向けて、以下のように法案を一部変更して精緻化する方針を示しました。

(a) 2025年から所得合算ルール（以下、「IIR」）とHKMTTを施行する一方で、軽課税所得ルール
（以下、「UTPR」）については、他の国・地域の施行時期を考慮し、さらなる検討を経た上で施行
する予定である。関連する法律は、2025年中には制定され、2025年1月1日にさかのぼって適用
される予定で、内国歳入法（以下、「IRO」）の一部を構成する。

(b) 「香港居住法人」の定義については、当初提案していたように、トップアップ税およびHKMTTのみ
に適用するのではなく、IROの一般的な定義として導入する。

(c) 投資事業体、保険投資事業体をHKMTTの適用対象から除外し、これらの事業体の租税の中立性
を維持する。

(d) IROのセクション61およびセクション61Aに規定されている一般的な租税回避防止規定に代えて、
トップアップ税・HKMTTに関する法令において主要目的テストを一般的租税回避防止規定として
導入する。

(e) GloBEルールに基づく課税査定の期限について、（ i）事業年度末、または（ ii）税務査定官が
未申告または過少申告の事実を知った時点のいずれか遅い時点から起算して6年とする。

(f) 多国籍企業（以下、「MNE」）グループにおいて、UTPR・HKMTT税制に基づくトップアップ税に
関して連帯して債務を負う構成事業体（以下、「CE」）がグループを離脱する場合、当該CEが一定
の条件の充足を前提として、グループからの完全離脱後に連帯債務から解放される「クリーン・

エグジット」を対象とする税務上の取扱いについて検討する。このような税務上の取扱いの整備に
より、MNEグループによる合併・買収取引の円滑な実施が期待される。

また政府は、一般的には多くの回答者が、HKMTTがグローバル税源浸食防止（以下、「GloBE」）ルール
の下で適格国内ミニマムトップアップ税（以下、「QDMTT」）として認定されることで、対象となるMNE
グループがQDMTTセーフハーバーの恩恵を受けることができる点で、HKMTTの実施を支持していると
述べています。QDMTTセーフハーバーが適用される場合、これらのMNEグループが、香港にてGloBE
ルールに基づいて支払うべきトップアップ税はゼロとなります。

当該委員会文書の別添Bに記載された意見募集に対する政府回答の全文については、本号の別添を
ご参照ください。

最新の立法アプローチによる、トップアップ税・HKMTTのプランニングへの影響についてご質問が
ございましたら、ご担当の税務専門家にご相談ください。

1. コンサルテーションの結果は、以下から入手できます。

https://www.legco.gov.hk/yr2024/english/panels/fa/papers/facb1-1409-1-e.pdf 

https://www.legco.gov.hk/yr2024/english/panels/fa/papers/facb1-1409-1-e.pdf
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論評
EYは、香港におけるUTPRの実施延期を歓迎します。これにより、香港が競合国・地域に対する税制上の競争力を維持できる
ようになると考えます。

投資事業体、保険投資事業体がHKMTTの適用対象から除外される決定も同様に歓迎します。これにより、国際金融センター
としての香港の地位が今後も維持されることが期待されます。

「香港居住法人」の定義については、IROの一般的な定義としてIROのセクション2に導入される予定ですが、この定義がトップ
アップ税およびHKMTTにおけるCEの所在地判定にのみ適用され、現行IROに基づく企業の納税義務やその他の義務に影響
を及ぼさないことから、実務上の影響は限定的と考えられます。

このような定義の運用については、経済協力開発機構（以下、「OECD」）より受け入れられたことから、他の国・地域がこの定義
の有効性について異議を唱える可能性があるという懸念については理論上にとどまることを期待します。

ただし、トップアップ税、HKMTTに関する法令において、一般的な租税回避防止規定として導入される「主要目的テスト」は、
MNEグループの財務・取引計画に依然として不確実性をもたらす可能性があります。

実際、トップアップ税の決定は、一般的な租税回避防止条項を含まない、OECDが公布した会計基準を中心とした包括的な
モデルルールに基づいています。このため、競合国・地域を含む一部の国・地域では、一般的な租税回避防止規定をトップ
アップ税、国内最低課税法に適用しない可能性があります。

香港政府は、香港における課税の確実性を向上させ、かつ香港の税制上の競争力を維持するために、法案への「主要目的
テスト」規定の導入について、そのメリット・デメリットをさらに慎重に検討する必要があると考えられます。

さらに、GloBEルールに基づく税務調査の期限について、税務調査官が未申告または過少申告を把握した時点から起算して
6年間とするという延長措置は、過度に長期または実質的に期限が定まらない状態となり、税務上の不確実性をもたらす懸念
があります。

このようなケースの期限は、いかなる場合でも対象となる会計年度の10年後には税務調査ができないという条件を前提として、
課税不足または非課税査定が調査官の知るところとなってから6カ月程度へと短縮することができると考えられます。10年間の
期限は、IROの現行規定に基づく脱税ケースの税務調査の期限です。

もう一点は、政府が、トップアップ税・HKMTTをIROにおいて「事業所得税」の一部として位置付けることを提案していることです。
このようにすることで、他の国・地域との間でトップアップ税・HKMTTに関して租税上の紛争が生じた場合、該当する租税条約
の下で解決できると考えられています。

しかし、香港で既存の租税条約が締結された時点では、トップアップ税、HKMTTによる課税は想定されていなかったことから、
このような紛争が租税条約の紛争解決の仕組みによって解決できるかどうかは不明確な状況です。
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別添 - 主要な関連問題に関して寄せられた意見と政府見解の概要

項目 意見のまとめ 政府見解

（A）一般条項

1 UTPRの施行については最低1年間の延期が望ましい。

これは、UTPRの施行時期を延期することを決定した

諸外国・地域の対応とも整合的である。

この提案を受け入れる。UTPRの香港における施行時期

については、財政長官が後日指定する。政府は、UTPRの

施行時期の決定に際し、IIRおよびHKMTTの施行後に

香港で事業を行う対象MNEグループの状況や、他の国・

地域の実務慣行など、すべての関連要因を総合的に検討

していく方針である。

2 多くの回答者は、GloBEルールおよびHKMTT税制施行

規則（以下、「HKMTTルール」）をIROに組み込むことに

賛同を示しているが、一部の回答者は、これらを事業所

得税として取り扱うことへの懸念を表明し、GloBE

ルールおよびHKMTTルールは現有の事業所得税とは

本質的に異なる性質を有することから、別の法案の下で

法律化すべきとの意見が提起されている。

GloBEルールまたはHKMTT税制の下で支払われるトップ

アップ税は、その本質が事業所得税であることから、収益・

利益等に対する課税を目的とするIROの下でこのような

課税を規定することが適切と考える。トップアップ税を事業

所得税として扱うことにより、徴税や異議・不服申立の処理

など、既存のさまざまな税務実務メカニズムをトップアップ

税に適用することが可能となる。また、対象MNEグループ

は、香港の包括的二重課税防止協定（以下、「CDTA」）に

基づくメカニズムを活用して、香港と当該CDTA締約国・

地域との間でトップアップ税に係る国際的な課税紛争の

解決を図ることが可能となる。

トップアップ税の特殊性に鑑み、IROのパート4において

通常の事業所得税に関する規定とは別に、新たなパート

に関連規定を追加する。また、IROの事業所得税に関する

既存の規定について包括的なレビューを行い、関連規則

が通常の事業所得税に適用されないようにする。

3 2024年1月1日から施行するGloBEルールとHKMTT

ルールの目的のためだけに「香港居住法人」という用語

を定義することについて、OECDが受け入れるかどうか

は不明である。なぜなら、この定義はIROでは一般的に

は適用されず、GloBEルールとHKMTT規則が施行

される前に発効されるからである。

OECDと協議した結果、IROの一般的な目的として、「香港

居住法人」の定義をする予定である。これは、他の国・

地域が個別の税法において「納税居住者」を定義する際に

一般的に採用しているアプローチと整合する。この定義は

2024年1月1日にさかのぼって適用され、該当する企業は

2024年1月1日から香港に所在していると見なされる。

（B）実効税率の計算

4 適格還付税額控除（以下、「QRTC」）制度を導入するか、

現行の税制優遇措置をQRTCに置き換えるべきである。

なぜなら、実効税率（以下、「ETR」）の引下げを目的

とした既存の優遇税制が、GloBEルールおよびHKMTT

の導入後において、対象MNEグループに実質的な便益

をもたらさなくなる可能性があるためである。

GloBEルールでは、QRTCとは、構成事業体が適格要件を

満たした事業年度から4年以内に、現金または現金同等

物による還付を前提として設計された税額控除制度と

なっている。QRTC制度は、単なる税額控除にとどまらず、

実質的な現金支出も伴うため、政府にとって財政面でも

政策面でも重要な影響をもたらすことが想定されている。

また、特定の活動や産業に対するQRTC制度導入の政策

目的、QRTCの対象となる適格活動の範囲、制度運営に

係る費用、濫用リスクなど、さまざまな要素についても十分

に考慮する必要がある。

政府は、グローバル最低課税およびHKMTTを施行する

際に、QRTC制度の実現可能性について慎重に検討する。
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項目 意見とまとめ 政府見解

（C）HKMTTの設計

5 投資ファンドとその資産保有ビークルの租税中立性を

維持するため、投資事業体、保険投資事業体は

HKMTTの適用対象から除外すべきである。

諸外国・地域における施行状況を踏まえ、投資事業体、

保険投資事業体をHKMTTの適用範囲から除外することに

同意する。

（D）簡素化、セーフハーバー

6 法人所得税率が20%以上の国・地域に最終親事業体

（以下、「UPE」）を構えるMNEグループに対し、当該

UPE所在地国・地域向けの経過措置として、香港は

暫定的なUTPRセーフハーバーを導入すべきである。

暫定的なUTPRセーフハーバーを法案に含める予定で

ある。

（E）税務コンプライアンス、税務上の取扱い

7 連帯債務の規定において、構成事業体が負担すべき

トップアップ税額は、当該構成事業体が部分的に保有

される持分割合に応じて配分されるトップアップ税額を

上限とすべきである。

UTPRとHKMTTに基づくトップアップ税に関する標準的

配分メカニズムでは、各構成事業体は自己の負担割合に

応じた納税義務のみを負う。MNEグループが標準的配分

メカニズムを適用せず、特定の構成事業体を納税主体とし

て指定し、かつ当該事業体がトップアップ税を納付しない

場合に限り、連帯債務を負うことになる。この場合、当該グ

ループの香港法人は、グループが支払うべきトップアップ

税の全額について連帯納税義務を負う。これにより、

グループ企業間において、構成会社間の税負担の配分に

関する取決めが必要となる。

いずれにせよ、対象MNEグループは、潜在的な連帯債務

について懸念がある場合、納税主体の指定を行わず、

標準的配分メカニズムを選択することが可能である。

8 対象MNEグループがUTPRおよびHKMTTに基づく

トップアップ税に関する標準的配分メカニズムの適用除

外を選択した場合、当該グループからの離脱を予定

する構成事業体に関して、「クリーン・エグジット」という

完全離脱メカリズムが認められるべきである。

一定の条件の充足を前提に、構成事業体の「クリーン・

エグジット」を認める税務上の取扱いを検討することに

同意する。

9 UTPRおよびHKMTT制度に基づくトップアップ税に

ついて、1つまたは複数の納税主体を指定することは、

事業年度ごとに行うことが認められるべきである。

事業年度ごとの選択制について同意する。

10 トップアップ税の納付期限は、課税通知書が発行されて

から2週間から1カ月に延長すべきである。

納税期限について、申告期限の経過後1カ月、または課税

決定通知書の発行日から1カ月のいずれか遅い方とする

ことに同意する。

11 構成事業体は、課税通知発行日から2カ月以内に、

トップアップ税について異議申立が認められるべきで

ある。

異議申立期間を課税通知発行日から2カ月に延長すること

に同意する。

12 香港外の国・地域において対象事業年度のグループ

調整後申告対象税額が減少した場合（GloBEルール

第4.6.1条参照）など、対象MNEグループの過年度

トップアップ税額の再計算が必要となる場合があるため、

IROのセクション60に定める通常の6年期限とは別に、

GlobBEルールに基づく課税査定について独自の期間

制限を設定する必要がある。

GloBEルールに基づく課税査定について、独自の制限期

間を設定する方針は、同ルールの統一的な施行を確保

する観点から正当化されると考えている。なお、IRDは、

他の国・地域で行われた税額調整について適時に情報を

得られない可能性があるため、トップアップ税に関する

課税査定の期限について、（a）事業年度末、または（b）

税務査定官が未申告または過少申告の事実を認識した

時点のいずれか遅い方から起算して6年間とすることを

提案する。



Hong Kong Tax Alert4

項目 意見のまとめ 政府見解

13 一般的な租税回避防止規定 （すなわち、 IROの

セクション61および61A）については、GloBEおよび

HKMTT制度向けに設計されたものではないため、

これらの制度への適用が適当ではないと考え、香港が

新たな租税回避防止規定を導入する場合には、2025

年1月1日以前に締結された取引については、当該既定

の適用除外とすべきである。

IROのセクション61および61Aについては、GloBE税制

およびHKMTT税制への適用を除外すべきとの見解に

同意する。これらの規定は、現行のIROのフレームワーク

において租税回避への対応を目的として特別に制定

されたものである。トップアップ課税に係る租税回避措置に

ついては、GloBEルールとQDMTTに関する国際的なコン

センサスに基づくアプローチに基づき、OECDが公表する

個別規定または指針に従うことが適切であると考えられる。

さらに、GloBE税制およびHKMTT税制の整合性を確保

するため、これらの制度に係る一般的租税回避防止規定

として、主要目的テストの導入を予定している。

主要目的テストの適用に際しては、関連するすべての事実

と状況を客観的に評価する必要があるため、GloBE税制

およびHKMTT税制の施行前に行われたすべての取引を

包括的に除外することは適切ではない可能性がある。

14 制度導入の移行期間には、明確な罰則減免規定を

設けるべきであり、特にGloBEルールの解釈について

善意に基づく誤りがあった場合には、罰則が科される

べきではない。

IROの下での現行の罰則メカニズムでは、納税者の不正

行為を取り巻くすべての関連状況を評価し、関連する違反

行為に対して、必要な精神的要素（合理的な理由がないな

ど）が立証できるかどうかを判断することが求められる。

IRDは、GloBEルールおよびHKMTTルールに関する罰則

規定を策定する際にも、同様のアプローチを採用する。

IRDは、GloBEルールまたはHKMTTルールに関連する

不正行為に対して罰則措置を講じるかどうかを検討する

際に、OECDが公表した過渡的な罰則軽減に関する

ガイダンスに記載されている要素を考慮することをIRDの

ガイダンスに規定する。

15 サービス・プロバイダーが受けた情報について疑義を

持つべき合理的な理由がない場合には、当該サービス・

プロバイダーに対する罰則の適用を減免または控える

べきである。

現在、サービス・プロバイダーがIROのセクション80K（2）

～（4）のいずれかに該当する場合のみ、税務申告に関連

した違法行為となり、最大の罰則はレベル3の罰金が科

される。サービス・プロバイダーによるトップアップ税の

申告や届出に関する不正行為についても、同様の

アプローチを採用することを提案する。

（F）その他

16 OECDがさらに公表する適用指針（AG）は、補助法令を

通じて実施すべきである。

今後、公表される追加の適用指針については、補助法令

を通じてIROに組み込む予定である。

17 IRDは、GloBEルールとHKMTTルールの施行に関する

ガイダンスを作成すべきである。

IRDは、対象MNEグループに共通する実務上の諸課題に

ついての実務ガイダンスを、当局のウェブサイトで公表

する予定である。
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